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国民年金は、すべての国民が加入する制度で、基礎的な年金(基礎年金)の給付を行います。基礎年金
の給付に必要な費用は、国民年金加入者全体で公平に負担することを基本にしています。
基礎年金の給付は、国民年金の保険料、厚生年金保険・共済組合の拠出金、国からの負担金で賄われ

ています。国民年金は、現在働いている世代が納める保険料により、給付を受ける世代を支えるという
「世代間の支え合い」のしくみになっています。
国民年金の加入や異動の届け出、免除申請の受付、年金受給資格者の年金支給請求の提出など国民年

金に関係する事務は、市町村が窓口になっていますので、町民生活課住民係（44-2121）まで気軽に
ご相談ください。

■国民年金の保険料は、4月から月額1万4,410円となっています

※この仕事に必要な費用として国から支給されます

介護保険は、40歳以上の保険加入者が納める保険料と、国や都道府県、市町村が負担する公費(税金)
を財源として、介護や支援が必要となった被保険者に介護サービスや介護予防サービスを提供すること
で、被保険者と家族を支援する制度です。
介護保険給付事業は、各種の介護サービスや介護予防サービス費用のうち、本人負担を除いた費用を

事業者などに支払います。

主な経費
社会保険事務所との通信料 5万円
その他国民年金に関する経費 6万円

主な経費
保険給付事業 3億3,632万円
介護認定審査費 445万円
その他介護保険事務費 293万円

国民年金 11万円
（担当：町民生活課住民係）

介護保険給付事業 3億4,370万円
（担当：保健福祉課福祉係）【介護保険事業特別会計】

財　源　
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次ページの「介護保険予防事業」と
あわせて右のグラフをご覧ください

財　源　
国の負担額 119万円
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介護保険予防事業 1,000万円

主な経費
高齢者の状況把握や訪問・相談などの経費

603万円
介護予防のための健康教室開催経費 58万円
予防プラン作成経費 304万円
家族介護教室開催経費 27万円
その他の事務経費 8万円

介護保健予防事業は、介護が必要な状態にならない、またはなっても重くならないようにするための
事業です。地域包括支援センターが中心となって、次の事業を行います。

■訪問や相談などで虚弱高齢者の状況を把握し、運動不足や閉じこもりの予防支援
■虚弱高齢者向け運動教室や元気高齢者向け健康教室の開催
■介護者の負担軽減と情報交換を目的とした介護家族向けの介護教室や交流事業の開催
■要支援状態の人の予防プランを利用者の人と一緒につくり、必要なサービスとの連絡調整
■ニセコ福祉会居宅介護支援事業所と連携した介護予防事業の実施

（担当：保健福祉課福祉係）【介護保険事業特別会計】
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介護保険事業（特別会計）

介護保険事業は、町の一般会計とは別の会計を作り、独立して運営管理しています。

総　額
3億5,370万円

65歳以上の人が支払う
介護保険料
5,362万円
（15.2%） 国の負担額

8,765万円
（24.8%）

北海道の負担額
5,515万円
（15.6%）

ニセコ町の
負担額

4,989万円
（14.1%）

40歳以上
65歳未満の人が
支払う保険料
1億426万円
（29.5%）

歳 入

総　額
3億5,370万円

65歳以上の人が支払う
介護保険料
5,362万円
（15.2%） 国の負担額

8,765万円
（24.8%）

北海道の負担額
5,515万円
（15.6%）

ニセコ町の
負担額

4,989万円
（14.1%）貯金・繰越金など

313万円（0.9%）

40歳以上
65歳未満の人が
支払う保険料
1億426万円
（29.5%）

歳 入

総　額
3億5,370万円

保険給付事業
 3億3,632万円（95.1%）

保険給付事業
 3億3,632万円（95.1%）

その他事務費
293万円（0.8%）

介護認定審査費
445万円（1.3%）

介護予防等事業費
1,000万円（2.8%）

歳 出

認知症サポート教室

前ページの「介護保険給付事業」とあわ
せて下のグラフをご覧ください
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町では、社会福祉協議会（事務局：町民センター内）に委託して、次の事業を行っています。

■除雪派遣サービス
一人暮らしの高齢者や高齢者だけの世帯を対象に、積雪時に住宅周辺の除雪を行います。今年度の対

象世帯は20世帯を予定しています。本人負担額は1時間当たり100円です
■在宅給食サービス
在宅の高齢者のうち、老衰、心身の障がい、傷病などの理由で日常生活が不自由で、調理をするとき

に支援が必要な人を対象に、希望に応じて週1回食事をお届けします。本人負担額は1食あたり200円
です
■軽度生活支援援助サービス
高齢者が自立した生活を支援するため、介護保険の要介護認定に該当しないと判定された人を対象に

ホームヘルパーを派遣し、軽易な生活援助サービスを提供します。利用額は1時間まで160円です

主な経費
委託料 89万円

委託事業（除雪派遣サービス、在宅給食サービス、軽度生活支援サービス） 89万円
（担当：保健福祉課福祉係）

財　源　
利用者の負担額 22万円
ニセコ町の負担額 67万円
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ニセコ町地域包括支援センターへご相談ください

地域包括支援センターは、町内で生活する高齢者の自立した生活を応援するため、高齢者の相
談を受けています。このセンターが高齢者の総合相談窓口として、それぞれの要望に応じて各種
保健や福祉、介護予防サービスを提供しています。

■センターの主な業務
・高齢者からの相談内容に応じて関係機関と連絡し、必要なサービスを紹介するなどの支援
・民生委員や地域のみなさんと連携し、高齢者の生活状況の把握
・虚弱高齢者の転倒予防教室や高齢者向け健康教室、介護教室など介護予防のための教室開催
や訪問
・要支援認定になっている人の予防給付ケアプラン作り

■こんなときはご相談ください
・1人での生活や自宅での生活が不安になってきた
・介護認定を受けたい
・近所の高齢者の生活が心配、家族が介護に困っている
・高齢者の虐待がある
・成年後見人制度を利用したい

地域包括支援センターは役場保健福祉課内にあ
ります。気軽にご利用ください
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福祉灯油の助成 198万円 ニセコ駅前温泉入館料の助成 477万円

年収80万円未満の一人暮らしの高齢者と母
子・父子家庭を対象に、冬期間の暖房に必要な
灯油を助成します。助成を受けるには申請（申
請時期11月）が必要です。

■助成期間：12月から3月
■助成量：世帯当たり400㍑（1か月100㍑）

(担当：保健福祉課福祉係)

障がいのある人や70歳以上の高齢者が、ニセ
コ駅前温泉「綺羅乃湯」を利用するときに、入
館料の一部を助成しています。

■入館料（利用者が実際に支払う額）
障がいのある人 250円（町の助成額 150円) 
上記の人を介助する人 250円（ 〃　　150円）
70歳以上の高齢者 100円（ 〃　　300円）
※上記のみなさんの入館料は一般の500円では
なく、団体扱の400円と定めています
※高齢者の助成は、1人年間80回までです
※障がいのある人とは
・身体障がい者（身体障がい手帳2級以上所持者）
・知的障がい者（療育手帳所持者）
・精神障がい者（精神保健福祉手帳所持者）

(担当：保健福祉課福祉係)

主な経費
ニセコ駅前温泉高齢者入館料扶助 468万円
ニセコ駅前温泉障がい者入館料扶助 9万円

財　源　
北海道の負担額 50万円
ニセコ町の負担額 148万円

老人施設入所費 1,554万円 生きがい活動支援通所・外出支援サービス 107万円

養護老人ホームに入所している人の費用を助
成しています（入所予定者7人）。なお、入所者
本人と扶養義務者は所得に応じた費用負担があ
ります。

（担当：保健福祉課福祉係）

高齢者が、寝たきりなど介護が必要な状態に
ならないために、できる限り予防対策に取り組
むことが大切です。この事業は、介護保険に該
当しないと判定された人でも、デイサービスセ
ンターを気軽に利用していただくものです。
利用額は1回960円で、そのほかに食事代が

かかります。

（担当：保健福祉課福祉係）

主な経費
老人施設入所措置費 1,554万円

主な経費
生きがい活動支援通所事業委託料 93万円
外出支援サービス事業委託料 14万円
(生きがい活動支援通所送迎サービス)

主な経費
老人福祉灯油扶助 141万円
母子父子家庭暖房費扶助 57万円

財　源　
利用者の負担額 15万円
ニセコ町の負担額 92万円

財　源　
利用者の負担額 370万円
ニセコ町の負担額 1,184万円
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長寿祝い金の支給 314万円 老人クラブ連合会補助 42万円

長寿の節目を迎えたみなさんをお祝いするた
め、長寿祝い金を支給します（喜寿3万円、米寿
5万円、白寿20万円）。

(担当：保健福祉課福祉係)

老人クラブ連合会の活動経費に補助します。

高齢者事業団の運営費に補助を行います。

(担当：保健福祉課福祉係)

高齢者事業団運営費補助 60万円
(担当：保健福祉課福祉係)

主な経費
高齢者事業団訪問開拓員人件費補助

60万円

主な経費
老人クラブ連合会補助 42万円

主な経費
記念品（金婚式10組、ニセコハイツ入所者）

7万円
会食代など 164万円
案内状印刷費、切手代、謝礼など 7万円
送迎費（バス4台分） 15万円

財　源　
北海道の負担額 30万円
ニセコ町の負担額 30万円

高齢者緊急通報装置の貸し出し・運営145万円 敬老会の開催 193万円

高齢者世帯に緊急通報装置(福祉電話)を設置
し、急病や事故などの緊急時に備えます。
利用者には、実費負担として毎月525円(機器

の点検料)と設置時に1万円を負担していただい
ています。

(担当：保健福祉課福祉係)

75歳以上の人を対象に敬老会を開催し、長寿
をお祝いします(平成20年度対象者628人)。
また、金婚者(結婚50年)に対して記念品を贈

呈します。
今年度から参加者の会費は徴収しません。

(担当：保健福祉課福祉係)

主な経費
高齢者緊急通報システム運営事業業務委託料 145万円

主な経費
喜寿(77歳) 対象者53人 159万円
米寿(88歳) 対象者19人 95万円
白寿(99歳) 対象者 3人 60万円

財　源　
北海道の負担額 26万円
ニセコ町の負担額 16万円
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